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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年６月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和２年１２月２５日 １５時１５分ごろ 

発生場所 沖縄県石垣市船越
ふなこし

漁港北西方沖 

平久保埼灯台から真方位２１６°５.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２４°３２.１′ 東経１２４°１５.３′） 

事故の概要  遊漁船ふぁみりー八号は、漂泊して遊漁中、転覆した。  

ふぁみりー八号は、船外機の濡損等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 ふぁみりー八号、０.９トン 

 ＯＮ３－４８０２４９（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.８３ｍ（Lr）×１.９２ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、３６.８kＷ、平成１２年７月 

 第２９６－２０６１３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ２９歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 令和２年４月２８日 

  免許証交付日 令和２年４月２８日 

（令和７年４月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機に濡損、操舵スタンドが破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：うねり 波向北東、波高約１.５～２ｍ、潮汐 上げ潮の末

期、水温 約２４℃ 

 石垣市には、１２月１４日０３時１７分に波浪注意報が発表され、

本事故時も継続中であった。 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客１人を乗せ、遊漁の目的

で、令和２年１２月２５日１１時３０分ごろ船越漁港を出港した。 

船長は、出港する際、海上がやや荒れていると感じたので、船越漁

港の北方に存在するリーフの内側で１３時３０分ごろまで遊漁を行っ

た後、海上が少し穏やかになってきたのを感じ、同リーフの外に出て
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主機をアイドリング状態として漂泊しながら遊漁を続けた。 

船長は、船越漁港北西方沖において、釣り客が魚を釣り上げた後、

本船が圧流されて‘船越漁港の北西方にあるリーフ’（以下「本件リ

ーフ」という。）に近づいていたので、舵をとって本件リーフを避け

ようとした時、本船の船尾方目前に高さ約３.５ｍの波を認めた。 

本船は、１５時１５分ごろ、船尾方から波を受けて船尾が持ち上が

り、船体が波に乗った状態で前方に押し流され、船長が舵をとったも

のの舵効きがなく、船尾が前方に投げ出される形で転覆して本件リー

フ内に圧流された。 

船長及び釣り客は、船外に投げ出された後、船底を上にして浮かん

でいる本船に這
は

い上がった。 

船長及び釣り客は、本船が転覆した際に携帯電話が流され、すぐに

救助を要請することができなかったが、釣り客が、本船が圧流されて

陸岸に近づいたところで泳いで上陸し、１８時２１分ごろ付近の民家

で電話を借りて１１０番通報した。 

船長は、本船に残って救助を待っていたところ、琉球水難救済会宝

島救難所の所属船により１９時１５分ごろ救助された 

本船は、翌２６日、僚船により船越漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船 参照） 

 その他の事項 船長は、本事故当日、波浪注意報が発表されていることを認識して

いたが、最初に遊漁を行ったリーフの内側は波が穏やかであり、ま

た、リーフの外側は波高約１.５～２ｍのうねりがあったものの、北

東の風に対して島陰になるので問題なく遊漁を行うことができると思

った。 

船長は、令和２年６月から遊漁船の船長として１人で乗船するよう

になって以降、本事故発生場所付近で何度も遊漁を行っており、本件

リーフの存在も認識していた。 

海図Ｗ１２０６（八重山列島）によれば、本事故発生場所付近は、

北方に面した本件リーフが存在しており、水深が４６ｍ及び６２ｍの

海域から５ｍ等深線付近まで急激に浅くなっている。 

気象庁のホームページによれば、うねりは、水深の浅い海岸（防波

堤、磯、浜辺など）付近では海底の影響を受けやすく、沖からのうね

りが急激に高くなることがある。 

船長及び釣り客は、膨張式救命胴衣を着用していた。 

船長は、防水型の携帯電話を操舵スタンド付近に置いて操船に当た

っていたところ、転覆して船外に投げ出された際に同携帯電話も船外

に流された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

  

あり 

なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

 本船は、船越漁港北西方沖において、波浪注意報が発表され、高さ

１.５～２ｍの北東からのうねりが発生している状況下、船長が、う

ねりの急激に高くなりやすい海域で遊漁を続けていたことから、船尾

方から波高約３.５ｍの波を受け、船尾が持ち上げられて転覆したも

のと考えられる。 

船長は、本件リーフ付近が北東の風に対して島陰になるので問題な

く遊漁を行うことができると思っていたことから、遊漁を続けていた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、船越漁港北西方沖において、波浪注意報が発表

され、高さ１.５～２ｍの北東からのうねりが発生している状況下、

船長がうねりの急激に高くなりやすい海域で遊漁を続けていたため、

船尾方から波高約３.５ｍの波を受け、船尾が持ち上げられて転覆し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶は、リーフの際
きわ

などの水深が急激に浅くなる海域では、

波浪が急激に高くなることがあるので、常に波の状況に注意する

こと。 

・波浪注意報等が発表されている場合は、リーフの内側に比べて外

側では波浪が高いので、そうした海域に長くとどまらないように

することが望ましい。 

・防水型の携帯電話を携行するとともに、クリップ付きのストラッ

プ又はネックストラップを利用したり、ファスナー付きのポケッ

ト又は身に付けたポーチに入れるなどして、操船者等が海中に投

げ出されても携帯電話を使用できるようにしておくことが望まし

い。 
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平久保埼灯台

沖縄県石垣市

石垣島

船越漁港

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図 

事故発生場所
（令和２年１２月２５日
１５時１５分ごろ発生）

最初に遊漁を行った場所

船越漁港

１Ｍ

石垣島

５ｍ等深線

※数字は海図Ｗ１２０６に記載の水深
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62
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本件リーフ
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 


